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令和８年度江東区育児休業及び配偶者同行休業 
代替任期付職員（事務）採用選考実施要綱 

 
令和 ８年４月１１ 日 

江 東 区 

 

この採用選考は、江東区育児休業及び配偶者同行休業代替任期付職員として令和８年８月１

日以降の採用予定者を決定するために実施するものです。 

育児休業代替任期付職員とは「地方公務員の育児休業等に関する法律」第６条第１項の規定

に基づき、育児休業を取得する職員の代替職員として、職員の育児休業の請求期間を限度に、

あらかじめ任期を定めて採用する正規の職員です。 

配偶者同行休業代替任期付職員とは、「地方公務員法」第２６条の６第７項の規定に基づき、

配偶者同行休業を取得する職員の代替職員として、職員の配偶者同行休業の請求期間を限度に、

あらかじめ任期を定めて採用する正規の職員です。 

なお、勤務条件（勤務時間、休暇、服務等）については、任期が定められていること以外は、

原則として、任期の定めのない常勤職員と同様です（一部例外あり）。 

※ 育児休業代替任期付職員又は配偶者同行休業代替任期付職員を選択することはできません。 

 

１ 採用区分及び募集人数等 

 ※ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号（４ページ参照）のいずれかに該当する人及び現在

江東区の常勤職員（育児休業代替任期付職員、配偶者同行休業代替任期付職員、教育公務員及び臨時的任用職員

を除く。）は受験できません。 

 ※ 令和８年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、申

込時に特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。こども性暴力防止法第２条第８項に該当する特定性犯罪事実

該当者（特定性犯罪の前科がある場合）は、採用後の配置について制限がかかる可能性があります。 

 

２ 採用予定日 

令和８年８月１日から令和９年７月３１日まで（随時） 
 

３ 任期 

  採用日から概ね６か月以上、３年未満 

代替する職員の育児休業又は配偶者同行休業の請求期間に応じて採用時に決定します。 

 
４ 合格者の取扱い 
  合格者は採用候補者となり、令和８年８月１日以降、職員の育児休業又は配偶者同行休業

の請求状況に応じて採用されます。ただし、職員の請求状況によっては採用されない場合が

あります。 

  最終合格後、育児休業代替任期付職員として採用する前に、妊娠出産休暇期間の会計年度

任用職員として勤務を依頼することがあります。 

  

採用 

区分 
職種 受験資格 

募集 

人数 

勤務予定先 
※敷地内禁煙です。 

Ⅲ類 事務 
日本国籍を有し、平成２０年８月

１日までに生まれた人 

５名 

程度 

本 庁 舎 

出張所等関連施設 
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５ 選考方法及び選考日等 

 （１）一次選考 

選考方法 

作文 課題式(８００字程度)  

※ 申込時に、申込フォームの指示に従って提出してください。 

※ 課題については、申込フォームをご確認ください。 

結果発表 
令和８年６月上旬（予定） 

（合否にかかわらず、受験者全員に通知します。） 

（２）二次選考 

選考方法 口述試験（個別面接方式） １人当たり２０分程度 

選 考 日 令和８年６月１３日（土）又は１４日（日）（予定） 

選考会場 

江東区役所本庁舎又は江東区文化センター 

※ 集合時間及び選考会場は、第一次選考合格通知と合わせて通知し

ます。 

（３）合格発表 

    作文及び口述試験の結果を総合的に判断し、合格者を決定します。 

合格発表 
令和８年６月下旬（予定） 

（合否にかかわらず、受験者全員に通知します。） 

（４）身体検査 

    採用される際は、別途身体検査を受診していただきます。 

 

６ 申込手続等 

下記ＵＲＬ又は二次元コードより LoGo フォームにアクセスし、画面の指示に従って全ての

必要事項を正しく入力し、申込期間中に送信してください。 

申込期間 令和８年４月１１日（土）～５月８日（金）午後５時００分受信有効 

申込先 

「江東区育児休業及び配偶者同行休業代替任期付職員

【事務】採用選考申込」 

（LoGo フォーム） 

 

https://logoform.jp/form/Pwvm/1487157 

 

※ 期間中に正常受信したものを有効とします。システム障害や通信障害、またはメンテ 

ナンス等で送信できなかった場合のトラブルについては責任を負いません。 

※ LoGo フォームによる申込ができない場合や受付完了メールが届かない場合は、３ページ

の問合せ先までご連絡ください。 

   

https://logoform.jp/form/Pwvm/1487157
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７ 勤務条件等 

 （１）給与等（令和８年４月１日現在） 

採用 
区分 

初任給月額 各 種 手 当 

事務 約 ２４０，３００円 
扶養手当・住居手当・通勤手当 

期末手当・勤勉手当等 
①採用前の職務経験等があれば、一定の基準により加算されます。 

②要件を満たした場合は、昇給があります。 

③上記初任給月額には、地域手当（給料月額の２０％）が含まれています。 

④上記の初任給月額及び各種手当について、採用されるまでに条例等の改正が行われた場合 

には、その定める額によります。 

 （２）勤務時間等 

勤務時間 原則として８時３０分から１７時１５分まで（休憩時間１時間を含む。） 

勤務日 原則として月曜日～金曜日 

 （３）年次有給休暇等 

    年次有給休暇は１年度につき２０日付与されます。採用月によって付与日数が異なり

ます。その他に慶弔休暇、夏季休暇等があります。 

     ただし、育児休業及び育児短時間勤務制度を取得することはできません。 

（４）服務 

任期中は、地方公務員として、営利企業等の従事制限など地方公務員法の服務に関す

る規定が適用されますので、現在民間企業等に勤務している場合は、一度退職する必要

があります。 

任期満了後に再び同じ民間企業等に就職することについての制限はありませんが、任

期付職員として江東区で勤務した内容に関して、守秘義務が課されます。また、退職後

に江東区に便宜を要求するなどの働きかけを行うことは禁止されています。 

 

８ 問合せ先 

  江東区総務部職員課人事係 〒１３５－８３８３    採用ページ → 

江東区東陽四丁目１１番２８号 ℡０３（３６４７）５４８１（直通） 

ホームページ：https://www.city.koto.lg.jp/052101/kuse/shokuinsaiyo/ninkitsuki_saiyou.html  

 

 

  

https://www.city.koto.lg.jp/052101/kuse/shokuinsaiyo/ninkitsuki_saiyou.html
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参考 地方公務員法 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者  

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者  

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第６０条から第６３条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者  

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※ 民法の一部を改正する法律（平成 11年法律第 149 号）附則第３条第３項により従前の例による

こととされる準禁治産者（心神耗弱を原因とするもの以外）は受験できません。 

 

 

《交通機関》 

※東京メトロ東西線 

「東陽町」駅下車 徒歩５分 

※ＪＲ総武線「錦糸町」駅下車    

 バス１５分 

※都営地下鉄新宿線「住吉」駅下車 

バス１０分 

「錦糸町」「住吉」駅下車後、都営バス 

  東 22「東京駅丸の内北口」行、又は 

  「東陽町駅前」行に乗車、「江東区役所 

前」下車 


